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○愛南町家具転倒防止等対策費補助金交付要綱 

令和４年３月８日告示第23号 

改正 

令和４年８月１日告示第79号 

令和４年10月20日告示第94号 

令和５年３月29日告示第25号 

令和５年６月29日告示第62号 

令和６年９月13日告示第78号 

愛南町家具転倒防止等対策費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、地震発生時における被害の減少と自助による町民の防災力向上を図り、家具

の転倒等による被害の軽減並びに地震による住宅の出火及び延焼を居住者等自らが防止するため、

町内において自ら居住する住宅（以下「自宅」という。）の家具の転倒等を防止するための対策

（以下「家具転倒防止対策」という。）又は感震ブレーカーを購入し、及び設置するための対策

を講じる者に対して、予算の範囲内において愛南町家具転倒防止等対策費補助金（以下「補助金」

という。）を交付することに関し、愛南町補助金等交付規則（平成17年愛南町規則第５号）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいずれかに

該当する者とする。 

(１) 町内に住所を有する者（事業所を除く。）であって、本人及び同一世帯員が町税等を滞納

していないもの 

(２) 行政区（愛南町行政区に関する規則（平成18年愛南町規則第７号）別表に定める区域をい

う。）の代表者であって、次条の補助対象経費を行政区の会計により立替払したもの 

２ 補助金の交付は、第４条に規定する対策器具等の区分ごとにそれぞれ１世帯につき当該年度に

１回を限度とする。 

３ 第１項第１号の規定にかかわらず、補助対象者（第１項第２号に該当する者を除く。）の自宅

に居住する他の世帯に属する者は、補助金の申請をすることができない。 

（補助対象経費） 

第３条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象者の自宅の家具の
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転倒等を防止するための器具、ガラス飛散防止フィルム、感震ブレーカー（地震により感震セン

サーが揺れを感知し、又はおもりの落下によりブレーカーを落として電力供給を遮断する等地震

発生時若しくは地震後の通電による電気火災の抑止のため有効に作動する機器（それを内蔵する

機器を含む。）をいう。）等（以下「対策器具等」という。）の購入及び設置に要する費用とす

る。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は補助対象経費の実費額とし、次の各号に掲げる対策器具等の区分に応じ、当

該各号に定める額を上限とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じるときは、

これを切り捨てるものとする。 

(１) 感震ブレーカー １万5,000円 

(２) その他の対策器具等 これらの総額に対し１万5,000円 

（補助金の交付申請及び請求） 

第５条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、家具転倒防止

対策の実施後又は感震ブレーカーの購入及び設置後速やかに次に掲げる申請書類に領収書等の必

要な書類を添えて町長に提出しなければならない。 

(１) 愛南町家具転倒防止等対策費補助金交付申請書兼請求書（様式第１号） 

(２) 町税等の滞納がない旨の申出書（様式第２号）（第２条第１項第１号に該当する申請者の

み） 

(３) 同意書（様式第３号）（第２条第１項第２号に該当する申請者のみ） 

(４) 愛南町家具転倒防止等対策器具等購入一覧表（様式第４号）（第２条第１項第２号に該当

する申請者のみ） 

（補助金交付決定及び交付） 

第６条 町長は、前条の申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当

と認めるときは、愛南町家具転倒防止等対策費補助金交付決定通知書（様式第５号）により速や

かに申請者にその旨を通知し、補助金を交付するものとする。 

２ 町長は、前項に規定する審査の結果、補助金の交付が不適当と認めるときは、愛南町家具転倒

防止等対策費補助金交付申請却下決定通知書（様式第６号）により速やかに申請者にその旨を通

知するものとする。 

（補助金の交付決定の取消し） 

第７条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は補助金の交
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付の条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（補助金の返還） 

第８条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消すときは、既に交付した補助金の全部又

は一部の返還を命ずることができる。 

（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年８月１日告示第79号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（令和４年10月20日告示第94号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日前に、この告示による改正前の愛南町家具転倒防止等対策費補助金交付要

綱の規定によりなされた申請、処分等については、なお従前の例による。 

附 則（令和５年３月29日告示第25号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年６月29日告示第62号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、改正前の愛南町家具転倒防止等対策費補助金交付要綱の規

定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（令和６年９月13日告示第78号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、改正前の愛南町家具転倒防止等対策費補助金交付要綱の規

定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。 
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（令和６年度補助対象者に係る特例） 

３ 第２条第１項の規定にかかわらず、令和６年４月１日からこの告示の施行の日の前日までに改

正前の愛南町家具転倒防止等対策費補助金交付要綱の規定により補助金の申請を行った者であっ

て当該補助金の交付を受けた者は、令和６年度中に限り、改正後の愛南町家具転倒防止等対策費

補助金交付要綱の規定により、新たに補助金の交付を受けることができるものとする。 
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様式第１号（第５条関係） 
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様式第２号（第５条関係） 
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様式第３号（第５条関係） 
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様式第４号（第５条関係） 
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様式第５号（第６条関係） 

 

様式第６号（第６条関係） 

 


